
利用者との契約

●アセスメント

■　通所介護計画の作成手順

重要事項説明書の交付・説明・利
用者の同意

利用者の心身の状況等の把握

解決すべき課題の把握（アセ
スメント）

通所介護計画の作成

利用者、家族に対する説明・同意、利
用者に対する交付

サービスの提供

サービスの実施状況・目標の達成状況
の把握・記録

通所介護計画の見直し

（変更）

利用者・家族の
希望

利用者等からのサービス利用につい
ての相談・事業所の見学等

通所介護事業所

個人情報の取
り扱いに関す
る同意（利用
者・家族）

アセスメント
↓

ケアプランの原案作成

居宅介護支援事業所

サービス担当者会議

利用者、家族に対するケア
プランの説明・同意、交付

モニタリング
↓

ケアプランの変更

利用者との契約（重要事項
説明書の交付・説明・同意）

ケアプランとの
連動

必要に応じた
見直し（変更）

参加

情報共有

ケアプランの交付

通所介護計画の

提供依頼・提供

利用者について、その有する能力、既に提供を受けてい
る指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価
を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用
者が自立した日常生活を営むことができるように支援す
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 認知症介護研修体系 
 
 

認知症介護指導者フォローアップ研修 （ 実施機関：（福）東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター）
 

                                                                           
 
 

認知症介護指導者養成研修  （ 実施機関：（福）東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター） 

                                                                           
 
 

認知症介護実践リーダー研修（実施機関：県指定法人 一般社団法人 岡山県老人保健施設協会、公益社 

団法人 全国老人福祉施設協議会、(公財）岡山市ふれあい公社、(福）新生寿会） 

                                                                           
                              認知症対応型共同生活介護事業所が短期利用共同生活介護を行う場合に       
                             研修修了者を配置する必要あり 
  

 小規模多機能型居宅介護事 
 業者、認知症対応型共同生 
 活介護事者、看護小規模多機
能型居宅介護事業者の代表者 

  認知症対応型共同生活介護事 
 業所の計画作成担当者 

  小規模多機能型居宅介護事業 
 所、看護小規模多機能型居宅介
護事業所の計画作成担当者 

  認知症対応型通所介護事業所、小規 
模多機能型居宅介護事業所、認知症対
応型共同生活介護事業所、看護小規模
多機能型居宅介護事業所の管理者 

 

 
                                                                                                           
 
                                                         小規模多機能型サービス等        認知症対応型サービス事業 
                                                         計画作成担当者研修             管理者研修 
                                                        （実施機関：                   （実施機関： 
                                                        （福）岡山県社会福祉協議会）     （福）岡山県社会福祉協議会） 
 認知症対応型サービス事業 
 開設者研修 
 （実施機関： 
（福）岡山県社会福祉協議会） 

 
 認知症介護実践者研修（実施機関：県指定法人（福）岡山県社会福祉協議会、（公財）岡山市ふれあ

い公社、一般社団法人 岡山県老人保健施設協会） 
 対象：法人経営（運営）者      対象：介護保険施設・事業所等の介護職員等 
 

認知症介護基礎研修（実施機関：（公財）岡山ふれあい公社） 

 

各研修について
１ 認知症介護基礎研修

認知症介護に携わる者が、その業務を遂行する上で基礎的な知識・技術とそれを実践する際の考え方を身につけ、 チー
ムアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことができるようにする。

対象者：介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等

標準カリキュラム（案）： 講義・演習６時間(360 分)

２ 認知症介護実践者研修

施設、在宅に関わらず認知症の原因疾患や容態に応じ、本人やその家族の生活の質の向上を図る対応や技術を修得させ
る。

対象者：介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、一定の知識、技術及び経験を有する者（原則として身体

介護に関する基本的知識・技術を修得している者であって、概ね実務経験２年程度の者）

標準カリキュラム：講義・演習31.5時間(1,890分) 、実習（課題設定240分、職場実習4週間、実習のまとめ180分）

３ 認知症介護実践リーダー研修

ケアチームにおける指導的立場としてチーム員の知識・技術・態度を指導する能力及びチームリーダーとしてのチームマネ
ジメント能力を修得させる。

対象者：介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、一定以上の期間の実務経験を有し、認知症介護実践者

研修を修了している者（介護保険施設又は指定居宅サービス事業者及び指定地域密着型サービス事業者等におい

て介護業務に概ね５年以上従事した経験を有している者であり、かつ、ケアチームのリーダー又はリーダーになること

が予定される者であって、認知症介護実践者研修を修了し１年以上経過している者）

標準カリキュラム：講義・演習56時間(3,360分) 実習（職場実習4週間（課題設定420分、実習のまとめ420分を含む））

４ 認知症介護指導者養成研修

認知症介護基礎・実践研修を企画・立案し、講義、演習、実習を担当することができる能力を身につけるとともに、介護保険
施設・事業者等における介護の質の改善について指導することができる者を養成する。

対象者：実践リーダー研修を修了した者（H12通知に規定する専門課程等を修了した者を含む。）。その他要件あり。

標準カリキュラム：講義・演習19.5日間(135時間)、 実習（職場実習4週間、他施設実習3.5日（24時間）、実習のまとめ14時間）
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運動器機能向上計画書  ※参考例                              作成日 令和元年 7 月 ２７日 

氏名 岡山 太郎 様  S1２年 12 月 31 日生 80 歳 【要支援 ２】 作成者 岡山 花子 職種 機能訓練指導員 

 

 1 ヶ月目 

（８月） 

実施回数    ８回／月 2 ヶ月目 

（９月） 

実施回数    ８回／月 3 ヶ月目 

（１０月） 

実施回数    ８回／月 

運動時間   ３０分／回 運動時間   ３０分／回 運動時間   ３０分／回 

短期目標 （例）洗濯カゴを持って庭まで歩いて行く 

長期目標に繋がる短期目標を設定 

洗濯物を干したり、取り込んだりすること

が出来る 

洗濯カゴを持って干す（取り込む）一連の

動作が１人で出来る 

プログラム  

（例）上下肢ストレッチ…５分 

   カゴを持っての歩行…５ｍ/２往復              

                 など 

運動の種類、実施時間、実施形態等を記載 

  

評価  

（例）達成。当初はカゴを持っての歩行に

やや不安定さが見られたが、回数を重ねる

ごとに重心が安定。上下肢の筋力強化も継

続しながら次の目標へ移ることとする。 

 

 

 

 

説明日  令和 元年   8 月    １日                          

計画説明者  岡山花子  （ 機能訓練指導員  ）           計画同意サイン (本人)                   (家族)                    

 

  多職種共同で作成                                                                              

長期目標    （期間） 令和 元年 8 月 1 日～令和 元年 10 月 31 日

おおむね三ヶ月で達成可能で介護予防サービス計画等に則した目標を設定 

（例）洗濯物を自分で干して取り込むことが出来る 

介護予防サービス計画等の目標   

（例）入院前まで一人で行っていた洗濯干しがまた一人で出来るようになる 

達成状況  (評価日) 令和元年 10 月 31 日  長期目標に対しての評価を記入  継続の必要性の判断を記入 

（例）達成。カゴを持っての歩行は安定しており、洗濯物を干す動作時にも上肢に痛みなく実施できている。連続動作にも疲労は見られなかった。

本人より、もう少し洗濯物の量を増やして実施したいとの希望もあり、負荷を増やしたプログラムの立案を検討する。 

リスク評価 実施者（     ）実施日（令和元年 7 月 27 日） 

看護職員等の医療従事者によるリスク評価 

（例）血圧の変動に注意。実施前後に毎回測定しＢＰ○/

○を超える時には血圧が下がるまで実施せず静養して頂

く。 

緊急時対応 

（例） 

○○医院（000‐000‐0000）へ連絡 

△△氏（長男）へ連絡 

本人のニーズ 

（例）自分の身の回りのことはできるよ

うになりたい。家族に迷惑はかけたくな

い。 

項目 開始前 令和元年  ７月 ２７日 終了後 令和元年  １０月 ３１日 評価 

運動器疾患対策のための評価 

JKOM／JLEQ／転倒 点数：   点／      点／      点 点数：   点／      点／      点  

                                                                                         体力測定 

（例）握力   （例）向上、○ 

椅子立ち上がりテスト   低下、× など 

開眼片足立ち    

５ｍ通常歩行時間    

TUG    

主観的健康観（本人評価）：（そうでもない）１＜２＜３＜４＜５（良い） 

運動は好きですか １ ＜ ２ ＜ ３ ＜ ４ ＜ ５ １ ＜ ２ ＜ ３ ＜ ４ ＜ ５  

体調はいいですか １ ＜ ２ ＜ ３ ＜ ４ ＜ ５ １ ＜ ２ ＜ ３ ＜ ４ ＜ ５  

管理者 

 

看護 介護 機能訓練 相談員 

おおむね1月間ごとに、短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況

を記載する。必要に応じて、運動器機能向上計画の修正を行う。 

利用開始時及び事後に運動器の機能の状

況を把握する。 

事後アセスメントの結果を介護予防支援事

業者等に報告すること。 

変形性膝関節症患者機能評価尺度；ＪＫＯＭ (Japanese Knee Osteoarthritis Measure)  

この質問表は膝の痛み、日常生活の状態、ふだんの生活、健康状態についてお尋ねするものです。 

Timed Up & Go Test(TUG)は開眼片脚起立時間とともに運動器不安定症（MADS）の指標 

測定方法：Mathius により発表された原法は肘掛のついた椅子にゆったりと腰かけた状態から立ち上がり、3ｍを心地よ

い早さで歩き、折り返してから再び深く着座するまでの様子を観察するものである。 

腰痛症患者機能評価質問表：JLEQ  (Japan Low Back Pain Evaluation Questionnaire) 

腰痛の痛み、日常生活の状態、ふだんの生活、健康状態についてお尋ねするものです。 

転倒不安感尺度 いくつかの日常生活の動作について、いくつかの質問をしてそれぞれの動作で、どれくらい転

倒の不安があるのか調べるものです。 
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介護保険サービス名 相互
関係 障害福祉サービス名

通所介護 ⇔

地域密着型通所介護 ⇔

生活支援通所サービス

⇓

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

訪問介護 ⇔

生活支援訪問サービス
⇓

訪問介護 ⇔

生活支援訪問サービス

⇓

通所介護 ⇔

地域密着型通所介護 ⇔

生活支援通所サービス

⇓

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

短期入所生活介護 ⇔

介護予防短期入所生活介護 ⇔

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

通所介護事業所 ⇔

地域密着型通所介護 ⇔

生活支援通所サービス

⇓

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

短期入所

⇒

自立訓練（機能訓練）（者）

自立訓練（生活訓練）（者）

⇒

共生型サービス提供可能事業所　相互関係表

⇒

居宅介護

重度訪問介護

⇒

児童発達支援

放課後等デイサービス

（注　主として重症心身障害児を通わ
      せる事業所でそれぞれのサービス
      を提供する事業者を除く。）

生活介護
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（市様式） 
 岡山市長  様 
 

必要な技術的支援について 
 

 （事業所名             ）において、令和  年  月１日

から指定を受け、共生型（          ）を実施するに当たり、利用

者に対して適切なサービスを提供するため、下記のとおり、指定

（          ）事業所その他関係施設から、必要な技術的支援を受ける

こととします。 
 
１ 支援をする主な事業所その他関係施設 

支援事業所１ 事業所等名称：                   
提供サービス：                   

         住所    ：                   
支援事業所２ 事業所等名称：                   

提供サービス：                   
         住所    ：                   
 
２ 支援内容 
 ○共生型サービスを適切に提供するために得るべき知識、技術等について、

どんな支援を受けるか。 
（例）・利用者に対するコミュニケーション技術（言語的・非言語的） 

・介護技術（食事、着替え、入浴、排せつ、清拭等） 
・転倒等事故防止対する知識・介護技術 
・認知症に対する知識・介護技術 
・介護・障害のそれぞれの制度の違い 
・サービスの質の確保に留意している点 
・事故等の安全面で注意している点 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 ○その必要な知識や技術を得るために、１の支援事業所等からどのような支

援を受ける予定であるか。 
 
   □ １の支援事業所等が実施する研修や勉強会に参加する。 
   （ □ 月に１度 、□ 数か月に１度（１回／  か月）） 
   （主な研修の具体的内容：                 ） 
     ※当該支援事業所等の研修計画書の写しを添付することでも可。 
 
   □ １の支援事業所等における、現場見学・実習の実施 
    ・頻度                    回／（年・月） 
    ・１度の予定時間               時間程度    
    ・見学する職員数               人       
    ・見学することの主な目標 
                                   
 
   □ １の支援事業所等からの助言・指導の助言・指導 

□ 職員に来てもらって助言・指導を受ける 
□ 電話、メール、文書等で指導を受ける 
 

   □ その他（具体的に記載すること） 
 
 
 
 

 
令和  年  月  日  

所 在 地 
申請者 

名   称 
 

代表者名             印 

 
（注意事項） 

・本様式の内容については、指定後の実地指導等により、支援の進捗状況等の確認を行いま

す。具体的な共生型サービスの実利用人数や、それに見合う対応が適切に行える体制が整

えられているか、あるいは実際に行えているのかどうか等の観点から、聞き取りや書面に

よる確認を行う予定です。                             
・指定後１年を経過した時点で、別紙様式により報告を求めます。 
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（別紙様式） 

必要な技術的支援について（報告） 

 
 （事業所名         ）において、令和   年   月１日から指定を

受け、共生型（         ）を実施しておりますが、利用者に対して

適切なサービスを提供するために、事業所等名称：指定(              ）
事業所その他関係施設から受けた、必要な技術的支援等について報告します。 
 
 
１ 現時点での共生型サービス利用実人数              人 
 
２ 支援をする主な事業所その他関係施設から受けた技術的支援 
   □ 当該支援事業所等が実施する研修や勉強会に参加。 

参加年月 参加人数 具体的内容 
令和  年  月    人  
令和  年  月    人  
令和  年  月    人  
令和  年  月    人  
令和  年  月 人  
令和  年  月 人  

   □ 当該施設等において、現場見学・実習を行った。 
参加年月 参加人数・時間 見学・実習の内容 
令和  

年  月 
      人 
  時～  時 

 

令和  

年  月 
      人 
  時～  時 

 

令和  

年  月 
      人 
  時～  時 

 

令和  

年  月 
      人 
  時～  時 

 

令和  
年  月 

     人 
  時～  時 

 
 

＊ 表中にすべて記入できない場合は、別紙に記入して添付して下さい。 

 
 

 
 
 □ その他、当該支援事業所等から得た助言や指導、それによる問題解決の

具体的内容等 
 
 
 
３ ２の支援内容を踏まえた、自事業所における資質の向上等について 
 
 ・支援により得られた知識や技術等を自事業所の職員間等で共有できている

か。 
  （ □ できている  □ 概ねできている  □ あまりできていない） 
 
 ・共生型サービスを提供するに当たり、得られた知識や技術をどう活かせた

か。 
 
 
 
 ・共生型サービスを提供する中で、必要だ、あるいは不足していたと感じた

知識や技術はあるか。また、その具体的な内容は何か。 
 
 
 
 ・共生型サービスを提供するに当たり、事故や苦情は発生したか。また、そ

の具体的な内容は何か。 
 
 
 
４ ① ３の内容を踏まえ、より適切な共生型サービスを提供する上で、どの

ような技術的支援等が必要と考えるか。 
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② 次年度の具体的な支援計画 
 

   □ 支援をする主な事業所その他関係施設が実施する研修や勉強会に参

加する。 
   （ □ 月に１度 、□ 数か月に１度（１回／  か月）） 
   （主な研修の具体的内容：                 ） 
     ※当該施設等の研修計画書の写しを添付することでも可。 
 
   □ 支援をする主な事業所その他関係施設における、現場見学の実施 
    ・頻度                    回／（年・月） 
    ・１度の予定時間               時間程度    
    ・見学する職員数               人       
    ・見学することの主な目標 
                                   
 

□ １の支援事業所等からの助言・指導の助言・指導 
□ 職員に来てもらって助言・指導を受ける 
□ 電話、メール、文書等で指導を受ける 
 

□ その他（具体的に記載すること） 
 
 
 
 
 

 
 
 
令和  年  月  日  

所 在 地 
申請者 

名   称 
 

代表者名             印 
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１．事業者指導課に提出が必要な書類について 

 

 

１ 各種書類の提出期限について 

① 令和３年４月１日適用開始の体制届 

令和３年４月１５日（木） 

② 令和３年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算計画書 等 

令和３年４月１５日（木）  

③ 令和２年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算実績報告書 

令和３年７月３１日（土） 消印有効 

 ※ ②・③について、生活支援訪問・通所サービス分の加算額、改善額を含めて提出す

ること。 

２ 報酬改定に伴う、重要事項説明書等の取扱い（利用料金が変更となる場合） 

(1) 新規の利用申込者に対しては、変更内容を反映させた重要事項説明書を作成の上、

当該説明書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 

 (2) 既存の利用者に対しては、内容を変更した重要事項説明書（同意を得ている重要事

項説明書の内容の差し替えとして、変更部分のみでも可）を交付して説明を行うこと。 

３ 「変更届」、「体制届」、「通所介護等 自己点検シート、岡山市基準条例・規則等

（条例・省令対照表を含む。）」に係る必要書類等について、ホームページに掲載してい

ます。 
  ・「変更届」https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000022782.html 
 ・「体制届」https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000022686.html 

 ・「通所介護等 自己点検シート」 

          https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000023089.html  

 ・「岡山市基準条例・規則等（条例・省令対照表含む。）」 

       https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000007658.html 

４ 疑義照会（質問）について 

今回の集団指導に係る内容のものに限らず、疑義照会・質問等については、「質問票」

により FAX にて送信してください。 

５ 厚生労働省からの Q＆A 等について 

今後、厚生労働省から発出される Q＆A 等については、随時ホームページ上で公開し

ていきます。 

また、Q＆A 等の内容によっては、集団指導資料の記載内容を変更する場合があります。

その場合もホームページ上でお知らせしますので、随時確認をお願いします。 

（岡山市事業者指導課ホームページ） 

https://www.city.okayama.jp/soshiki/16-3-1-0-0_1.html 

 

事業者指導課（通所事業者係）からのお知らせ 
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令和  年  月  日 
 

岡山市 事業者指導課 宛 
ＦＡＸ番号 ０８６－２２１－３０１０ 
 
 

電話・ＦＡＸ番号 変更届 

 

 
下記のとおり電話・ＦＡＸ番号が変更になりましたので，お知らせします。 

 
 

記 
 
法人名                                   
 
事業所名                                  
 
介護保険事業所番号                             
 
 
 
旧番号                     新番号 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

電話番号 
 
 
 

ＦＡＸ番号  
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事業所名

サービス
種別

事業所
番号 33

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質　問　票】
 令和　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課通所事業者係あて
 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０
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